
12市議会だより　　みなみそうま（Vol.24）

一
般
質
問

問　

既
に
被
曝
が
重
な
り

除
染
で
１
msv
が
可
能
か
ど

う
か
避
難
の
阻
害
が
無
い

よ
う
達
成
有
無
、
方
法
、

期
限
の
同
意
書
が
必
要
。

　

除
染
計
画
は
一
日
二
千

人
、
4
万
6
千
棟
を
二
年

で
行
う
前
代
未
聞
。

　

土
埃
が
舞
う
期
間
中
の

避
難
措
置
も
取
ら
な
い
か
。

答　

そ
れ
ら
の
考
え
は
な
い
。

問　

国
は
地
下
浸
透
、
植

物
吸
収
、
健
康
被
害
の
高

い
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
無
検

査
。
市
は
他
に
依
頼
す
べ

き
だ
。

答　

国
に
要
請
す
る
。

問　

報
道
で
７
月
検
査
の

全
職
員
が
被
曝
と
あ
る
が

検
査
機
の
市
民
検
出
率
に

大
差
あ
り
。
一
台
目
36
％

二
台
目
0.4
％
三
台
目
52
％
。

三
台
目
で
再
検
査
す
べ
き
。

　

爆
発
当
初
、
α
β
γ
核

種
大
量
飛
来
は
周
知
事
実
。

　

殆
ど
が
被
曝
し
た
は
ず
。

９
月
に
７
Bq
の
子
で
も
３

月
に
遡
れ
ば
大
量
被
曝
。

市
長
の
「
一
部
取
り
込
み
、

非
常
に
少
量
」の
根
拠
は
？

答　

専
門
医
の
見
解
。

問　

３
・
14
、
配
布
算
段

が
整
っ
た
安
定
ヨ
ウ
素
剤

不
配
布
の
市
長
の
決
断
理

由
は
何
か
。

答　

情
報
が
無
く
あ
の
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

問　

避
難
計
画
で
西
か
ら

放
射
能
が
来
た
場
合
、
ど

こ
に
逃
げ
る
か
。

答　

そ
の
時
に
対
応
す
る
。

問　

告
発
文
書
に
よ
る
被

災
者
の
管
理
職
を
含
め
た

職
場
放
棄
職
員
に
つ
い
て

市
長
に
説
明
責
任
を
果
た

し
て
も
ら
い
た
い
。

答　

市
長
答
弁
無
し
。

そ
の
他
の
質
問

❶
発
災
時
職
場
放
棄
は
？

❷
３
・
25
官
房
長
官
「
自

主
避
難
要
請
」
に
つ
い
て

加
害
者
よ
り
の
行
政

運
営
を
正
す

大山 弘一 議員

問　

東
日
本
大
震
災
の
自

然
災
害
と
東
電
原
発
事
故

・
放
射
性
物
質
飛
散
と
い

う
事
態
は
、
市
民
生
活
圏

を
３
つ
の
危
険
区
域
に
線

引
き
指
定
さ
れ
る
な
ど
、

結
果
と
し
て
災
害
復
興
は

極
め
て
困
難
な
状
態
に
あ

る
。
防
災
集
団
移
転
事
業

に
よ
る
高
台
や
、
安
全
地

帯
へ
の
移
転
の
進
捗
状
況

を
伺
う
。

答　

安
全
地
帯
へ
の
集
団

移
転
促
進
事
業
に
よ
る
各

地
域
の
集
団
移
転
の
状
況

に
つ
い
て
は
、
鹿
島
区
・

原
町
区
・
小
高
区
の
被
災

関
係
32
行
政
区
長
及
び
約

千
五
百
世
帯
の
住
民
を
対

象
に
説
明
会
を
開
催
し
た
。

現
在
移
転
地
の
選
定
及
び

移
転
希
望
者
の
把
握
を
進

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。

問　

移
転
地
候
補
状
況
に

つ
い
て
尋
ね
た
い
。
港
・

南
海
老
に
つ
い
て
は
北
海

老
周
辺
に
、
両
右
田
地
域

は
現
在
今
検
討
中
、
大

内
・
烏
崎
に
つ
い
て
は
大

内
金
沢
周
辺
へ
の
移
転
を

目
標
に
し
て
要
望
書
を
提

出
し
て
い
る
が
、
行
政
の

取
組
み
を
尋
ね
致
し
ま
す
。

答　

要
望
等
も
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の

要
望
通
り
の
形
で
進
め
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。

問　

概
し
て
心
配
は
移
転

費
用
で
あ
り
移
転
地
価
を

早
期
に
示
し
て
ほ
し
い
。

答　

震
災
後
の
土
地
の
評

価
が
国
か
ら
示
さ
れ
て
い

な
い
。
24
年
度
当
初
に
は

公
表
し
た
い
。

そ
の
他
の
質
問

❶
津
波
に
よ
る
墓
地
流
失

の
実
態
調
査
に
つ
い
て

❷
八
沢
干
拓
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
基
地
構
想
は

高
台
へ
の
集
団
移
転

早
期
実
現
を

西　 銑治 議員

平成23年12月定例会での審議結果（意見が分かれた議案について掲載しました。）
議　員　名

議案等の名称

議
決
結
果

友　和　会 改革クラブ 公明党
南相馬市議団

日本共産党
議員団 無会派 無会派 無会派 無会派

横山
元栄

細田
廣

今村
裕

鈴木
昌一

田中
一正

中川
庄一

西
一信

平田
武

湊
清一

山田
雅彦

小林
正幸

小川
尚一

竹野
光雄

田中
京子

西
銑治

志賀
稔宗

土田
美恵子

渡部
寛一

荒木
千恵子

大山
弘一

奥村
健郎

但野
謙介

水井
清光

12
月
定
例
会

市
長
提
案

条　

例

南相馬市部設置
条例の一部を改
正する条例制定
について

可 ○ ╳ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ╳ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ╳ ○ ○ ○ ○

南相馬市職員の
給与に関する条
例等の一部を改
正する条例制定
について

可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ╳ ○ ○ ○ ○

決
算

平成 22 年度南
相馬市一般会計
歳入歳出決算認
定について

可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ╳ ╳ ○ ○ ○ ○

　○　議決結果欄の意味はそれぞれ次のとおり　■■可　可決　■■否　否決　■■継　継続審査
　○　採決の結果欄の意味はそれぞれ次のとおり　■■○　賛成　■■╳　反対　■■議　議長　■■欠　欠席
　※平成23年11月４日、平成24年１月24日の臨時会は、議案全て全会一致で可決しました。

100ミリまで大丈夫？
20ミリで安全なんだ？
弱虫！

杉雄花は
　　　25万Bq
除染期間の
　　　土ぼこり
市内４ヶ所
　　井戸水から
　　　セシウム

心配！

ガレキ処理（鹿島区南右田）
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月　　日 活動種別 活　　　　動　　　　内　　　　容
平成２３年
１１月　４日 第 10 回臨時会 議案４件（予算４件）、議員提出議案１件を可決

１１月　８日 特別委員会

①継続審査
　・南相馬市の原子力災害について
　・原発から自然エネルギーの福島県に転換することを求める意見書提出について
②南相馬市除染計画（素案）について
③仮設住宅現地調査の報告について

１１月２２日 特別委員会
①浪江・小高原子力発電所建設を中止し、福島県内すべての原子力発電所の廃炉を求める決議（案）
について

②仮設住宅現地調査での要望・意見について

１１月２８日－① 特別委員会
（要望活動）

市長に対して、応急仮設住宅への運動施設設置、線量計の全世帯配布、警戒区域内の除染やライフラ
インの早期復旧及び野生化家畜被害対策などについて要望

１１月３０日－② 特別委員会
（要望活動） 県に対して、応急仮設住宅の住環境改善、安全対策、借上げ住宅等への生活支援などについて要望

１２月　５日 第 11 回定例会
12月定例会開会（12月22日まで）
・特別委員会提出議案の「浪江・小高原子力発電所建設を中止し、福島県内すべての原子力発電所の
廃炉を求める決議」を全会一致で可決

１２月　７日－③ 特別委員会
（要望活動） 国土交通省、東日本高速道路㈱に対し、常磐自動車道早期全線開通を要望

１２月１３日 特別委員会
陳情・請願の審査
①原発から自然エネルギーの福島県に転換することを求める意見書提出について
②南相馬市の原子力災害について　　　　③警戒区域解除・見直しに関する意見書の提出について

１２月２７日 特別委員会
①復興計画によるまちづくりについて　　　　　　　　　　④南相馬市環境未来都市構想について
②若年層の帰還・定着のための具体策について　　　　　　⑤除去土壌等仮置き場の設置について
③警戒区域解除後の帰還・居住までの手順について　　　　⑥平成24年度産米の作付けについて

平成２４年
１月２３日 特別委員会 警戒区域内現地調査（小高病院・金房小学校  など５ヶ所）　ほか

１月２４日 第１回臨時会 議案１件、予算１件を可決

10月31日以前の活動状況は、市議会だより平成23年8月1日号、11月1日号に掲載しています。

東日本大震災以降の主な活動状況・特別委員会の要望活動

～平成23年11月1日以降～（1月24日現在） ・「特別委員会」・・・東日本大震災及び原発事故対策調査特別委員会

要
望
活
動
・
東
日
本
大
震
災
以
降
の
主
な
活
動
状
況

国土交通省各関係職  様
ネクスコ東日本  様

常磐自動車道早期全線開通に関する要望書－③
１　現在整備中の区間（常磐富岡～山元間）の建設を促進すること。
　現在整備中の区間（常磐富岡～山元間）の建設を促進し、常磐自動車道の早期
全線開通を要望致します。

２　災害による通行止め区間（広野～常磐富岡間）の除染対策等を行い、早期開
通を図ること。

　国及び関係機関との連携により、速やかな除染等の措置を行い、当該区間の開
通がなされるよう要望いたします。

３　常磐自動車道（福島県内区間）の無料化を継続すること。
　経済活動や市民生活に必要な交流や物流も国道6号線及びJR常磐線が完全復旧
するまでの間、常磐自動車道（福島県内区間）の継続的な無料化を要望致します。

福島県知事　佐藤雄平  様

応急仮設住宅に関する緊急要望書－②
１　住環境の改善について
①ひさしや雨どいを設置すること。
②防寒対策（二重ガラス化や結露、 間風対策）をすること。
③物置を設置すること。
④風呂に手すり、玄関にスロープを設置すること。
⑤皮膚に異常をきたしている方が多いので、原因を調査し対策を講じること。
⑥シャワーに温度調節装置を設置すること。
⑦風呂の追い炊き機能を追加すること。
⑧暖房対応の便座にできるよう改善すること。
⑨台所の料理台が狭いので改善すること。
⑩玄関前にチャイムを設置すること。
⑪脱衣所に間仕切りを設置すること。
⑫仮設住宅敷地内の雨天時の浸水対策をすること。
⑬道路からの進入路を舗装すること。
⑭汚水の臭い対策をすること。
⑮本市の前田団地仮設住宅及び定住促進仮設住宅への生活支援（暖房器具の支
給）を他の仮設住宅と同等にすること。

２　安全対策について
①現地を確認し、必要な箇所に街灯を設置すること。
②消火器を設置すること。

南相馬市長　桜井勝延  様

緊急要望書－①
１　応急仮設住宅に関すること
①実質的に入居していない住宅があるため、実態を確認
し改善すること。
②仮設住宅単位に線量計を配布すること。
③運動施設を設置すること（パークゴルフ、ゲートボール等）。
④ひとり暮らしの方への対応を充実させること（サロン、
見守り等）。
⑤子供の通学のため、原町区の仮設住宅への転居を認め
ること。

２　危険区域の設定に関すること
①従前宅地と移転宅地を同価格になるよう調整されたい
（面積の違いはあっても）。
②移転先については、早期に方針を定めること。
③津波被災者だけでなく、警戒区域の避難者も含めて移
転対象となるよう検討すること。

３　警戒区域に関すること
①一時立ち入りの回数を増やすこと。
②警戒区域の解除に向けて、除染やライフラインの復旧
を急ぐこと。
③雑草、ごみ、野生化家畜被害の対策をすること。
④土壌調査を含む詳細なモニタリングを実施し、公表す
ること。

４　義援金に関すること
①市に寄せられた義援金の配分・使途の報告をすること。
５　原発事故の賠償に関すること
①市として、個々人の損害賠償請求のための相談・指導
の体制と窓口を設置すること。

６　その他
①地域コミュニティ維持のため、情報伝達費用等の援助
をすること。
②高齢者福祉入所施設の増設を含めた充実をはかること。
③放射線の線量計を全世帯に配布・支給すること。


